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12 月定例会のようす

　
12
月
定
例
会
は
12
月
18
日
か
ら
令
和

６
年
１
月
15
日
ま
で
の
29
日
間
の
会
期

で
開
き
ま
し
た
。

　
今
議
会
で
は
、
条
例
の
制
定
議
案
２

件
、
条
例
の
一
部
改
正
議
案
７
件
、
補

正
予
算
議
案
８
件
、
そ
の
他
の
議
案
１

件
、
人
事
議
案
３
件
の
計
21
件
の
市
長

提
出
議
案
と
議
員
提
出
議
案
１
件
を
審

議
し
ま
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
市
長
提
出
議
案
は
い
ず

れ
も
原
案
の
と
お
り
可
決
、
同
意
と
決

定
し
、
議
員
提
出
議
案
（
議
第
１
号
）

は
否
決
と
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
18

日
の
開
会
日
に
動
議
（
産
業
建
設
委
員

会
の
中
間
報
告
を
求
め
る
動
議
）
が
提

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
日
程
追
加
は
否
決

と
な
り
ま
し
た
。

　
９
月
定
例
会
で
継
続
審
査
と
し
て
い

た
令
和
４
年
度
各
会
計
歳
入
歳
出
決
算

認
定
議
案
18
件
は
、
原
案
の
と
お
り
認

定
と
し
、
同
じ
く
継
続
審
査
と
し
て
い

た
第
17
号
議
案　
阿
南
市
市
民
会
館
除

却
工
事
の
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

は
否
決
と
決
定
し
ま
し
た
。
ま
た
、
15

日
の
閉
会
日
に
市
民
会
館
除
却
工
事
の

請
負
契
約
の
締
結
と
財
政
調
整
基
金
の

取
り
崩
し
に
つ
い
て
緊
急
質
問
が
な
さ

れ
ま
し
た
。

（
議
決
し
た
議
案
の
一
覧
に
つ
い
て
は

11
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）  

12
月
定
例
会
の
概
要

12
月
18
日
（
月
）
開
会

議
席
の
変
更
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
、

会
期
の
決
定
、決
算
審
査
特
別
委
員
長
報
告
、

質
疑
、
討
論
、
採
決
、
議
案
の
上
程
、
第
３

号
議
案
、
第
４
号
議
案
、
第
７
号
議
案
、
第

９
号
議
案
、
第
16
号
議
案
及
び
第
17
号
議
案

の
先
議
、
質
疑
、
委
員
会
付
託
、
各
常
任
委

員
長
報
告
、
質
疑
、
討
論
、
採
決
、
正
副
議

長
選
挙
、
各
常
任
委
員
会
委
員
、
議
会
運
営

委
員
会
委
員
、
行
財
政
改
革
調
査
特
別
委
員

会
委
員
、
ま
ち
づ
く
り
調
査
特
別
委
員
会
委

員
、
阿
南
市
葬
斎
場
の
運
営
に
関
す
る
調
査

特
別
委
員
会
委
員
の
選
任

25
日
（
月
）
一
般
質
問

26
日
（
火
）
一
般
質
問

27
日
（
水
）
一
般
質
問

議
案
質
疑
、
委
員
会
付
託

１
月
５
日
（
金
）
産
業
建
設
委
員
会

９
日
（
火
）
文
教
厚
生
委
員
会

10
日
（
水
）
総
務
委
員
会

15
日
（
月
）
閉
会

緊
急
質
問
、産
業
建
設
委
員
長
報
告
、質
疑
、

討
論
、
採
決
、
各
常
任
委
員
長
報
告
、
議
員

提
出
議
案
（
議
第
１
号
）
の
提
案
理
由
の
説

明
、
質
疑
、
討
論
、
採
決
、
市
長
提
出
追
加

議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
、
質
疑
、
委
員
会

付
託
、
文
教
厚
生
委
員
長
報
告
、
質
疑
、
討

論
、採
決
、人
事
議
案
の
提
案
理
由
の
説
明
、

採
決
、
閉
会
中
の
継
続
調
査

（
会
期
29
日
間
）

 

12
月
定
例
会
日
程
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同
意
し
た
人
事
議
案

〇
副
市
長

　
西　
田　
　
　
修（
中
大
野
町
）

〇
監
査
委
員

　
荒　
谷　
み
ど
り（
黒
津
地
町
）

一
般
質
問
を
行
っ
た
議
員

○
代
表
質
問（
75
分
）３
人

横　
田　
守　
弘

　
　
　
（
あ
な
ん
至
誠
会
）

喜　
多　
啓　
吉

　
　
　
（
み
ら
い
阿
南
）

福　
谷　
美
樹
夫

　
　
　
（
市
民
ク
ラ
ブ
）

○
個
人
質
問（
60
分
）11
人

幸　
坂　
孝　
則

荒　
谷　
み
ど
り

金　
久　
　
　
博

西　
川　
達　
也

水　
谷　
あ
ゆ
み

星　
加　
美　
保

久　
米　
良　
久

渡　
部　
友　
子

奥　
田　
　
　
勇

広　
浦　
雅　
俊

佐
々
木　
志
滿
子

緊
急
質
問
を
行
っ
た
議
員

久　
米　
良　
久

一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算

　
こ
ど
も
医
療
費
助
成
事
業
の

利
用
件
数
と
助
成
額
約
３
億
１

０
０
０
万
円
の
う
ち
、
市
の
実

質
負
担
額
に
つ
い
て
質
疑
が
あ

り
、
利
用
件
数
は
延
べ
19
万
８

６
０
１
件
で
、
助
成
額
の
補
助

率
は
県
が
２
分
の
１
、
市
が
２

分
の
１
で
あ
る
が
、
所
得
制
限

の
撤
廃
や
対
象
年
齢
拡
大
と

い
っ
た
阿
南
市
単
独
拡
大
分
が

あ
る
た
め
、
本
市
の
実
質
負
担

額
は
２
億
１
０
６
６
万
９
５
３
９

円
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
委
員
か
ら
、

県
が
来
年
度
か
ら
助
成
対
象
年

齢
を
拡
大
す
る
こ
と
に
伴
い
、

市
の
負
担
額
が
減
少
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
減
額

分
を
新
た
な
子
ど
も
支
援
の
施

策
に
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

加
茂
谷
診
療
所
事
業
特
別
会

計
歳
入
歳
出
決
算
、伊
島
診

療
所
事
業
特
別
会
計
歳
入
歳

出
決
算

　
加
茂
谷
診
療
所
は
令
和
４
年

度
に
オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
機

器
を
購
入
し
て
い
る
が
、
伊
島

診
療
所
の
導
入
状
況
は
ど
う

な
っ
て
い
る
の
か
と
の
質
疑
が

あ
り
、
加
茂
谷
診
療
所
は
現
在
、

稼
働
し
て
い
る
が
、
伊
島
診
療

所
は
導
入
で
き
て
い
な
い
と
の

説
明
が
あ
っ
た
。

　

こ
れ
を
受
け
て
委
員
か
ら
、

オ
ン
ラ
イ
ン
資
格
確
認
用
の
端

末
を
導
入
し
な
い
と
マ
イ
ナ
保

険
証
で
保
険
診
療
が
で
き
な
い

な
ど
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
導
入
を
検
討
し
て
い

た
だ
き
た
い
と
の
意
見
が
あ
っ

た
。

　
９
月
定
例
会
に
お
い
て
継
続
審
査
と
し
て
い
た
令
和
４
年
度
一
般
会
計
及
び
17
事
業
の
特
別
会
計
を

合
わ
せ
た
計
18
件
の
決
算
認
定
議
案
に
つ
い
て
、
令
和
５
年
10
月
６
日
に
決
算
審
査
特
別
委
員
会
を
開

催
し
、
議
案
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
審
査
の
過
程
で
出
さ
れ
た
主
な
質
疑
等
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

令
和
４
年
度
一
般
会
計
及
び
特
別
会
計
決
算
の
審
査
概
要

〇
副
議
長
（
第
64
代
）

　
武
田　
光
普　
議
員

 
正
副
議
長
の
選
挙

〇
議
長
（
第
60
代
）

　
藤
本　
圭　
議
員

※
12
月
定
例
会
で
の
質
問
と
答
弁
の

内
容
は
録
画
映
像
や
会
議
録
を
ご

覧
く
だ
さ
い
（
８
ペ
ー
ジ
参
照
）。

決算審査特別委員会のようす
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及
び
処
分
に
関
す

る
条
例
の
第
６
条

第
３
号
に
お
い
て
、

緊
急
に
実
施
す
る

こ
と
が
必
要
と

な
っ
た
大
規
模
な

土
木
そ
の
他
の
建

設
事
業
の
経
費
そ

の
他
必
要
や
む
を

得
な
い
理
由
に
よ

り
生
じ
た
経
費
の

財
源
に
充
て
る
と

き
と
規
定
さ
れ
て

お
り
、
こ
の
規
定

に
よ
り
処
分
を
行

う
も
の
で
あ
る
。

Ｑ
給
付
の
時
期

等
、
具
体
的

な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
現
時

点
で
示
せ
る
範
囲
で
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
。

Ａ
今
議
会
で
予
算
に
つ
い
て
議

決
を
い
た
だ
い
た
ら
、
直
ち

に
シ
ス
テ
ム
改
修
及
び
受
付
業
務

等
を
行
う
た
め
の
人
材
派
遣
に
係

る
委
託
契
約
、
対
象
と
な
る
皆
様

へ
の
通
知
文
書
の
作
成
、
印
刷
、

封
入
等
を
迅
速
に
準
備
を
進
め
て

い
く
。

　
現
時
点
で
具
体
的
な
日
を
示
す

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
給
付
手
続

物
価
・
燃
料
高
騰
対
策

Ｑ
市
長
は
ど
う
い
っ
た
認
識
に

基
づ
い
て
現
金
給
付
（
お
も

い
や
り
給
付
）
を
実
行
し
よ
う
と

し
て
い
る
の
か
。

Ａ
こ
の
た
び
の
現
金
給
付
は
、

コ
ロ
ナ
禍
か
ら
の
回
復
途
上

に
あ
る
こ
と
に
加
え
、
物
価
、
燃

料
高
騰
な
ど
の
影
響
を
受
け
て
い

る
市
民
の
暮
ら
し
を
守
る
こ
と
こ

そ
が
今
取
り
組
む
べ
き
市
政
の
最

重
要
課
題
で
あ
る
と
の
認
識
に
よ

り
実
施
さ
せ
て
い
た
だ
く
も
の
で

あ
る
。

　
ま
た
、
緊
急
の
物
価
対
策
と
し

て
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
印
刷
費
な
ど
の
経
費
が
余
分

に
か
か
り
、
事
務
負
担
も
大
き
い

上
に
、
事
務
手
続
に
時
間
を
要
す

る
ク
ー
ポ
ン
給
付
で
は
な
く
、
生

活
費
の
支
払
い
な
ど
、
給
付
後
す

ぐ
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
現
金
給

付
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

Ｑ
全
世
帯
に
一
律
10
万
円
、
子

ど
も
１
人
に
つ
き
３
万
円
の

給
付
を
打
ち
出
さ
れ
た
が
、
そ
の

根
拠
と
必
要
性
は
。

Ａ
民
間
企
業
や
官
公
庁
、
政
府

機
関
か
ら
諸
分
野
に
関
す
る

研
究
業
務
を
受
託
し
て
い
る
シ
ン

ク
タ
ン
ク
の
調
査
で
は
、
政
府
の

物
価
高
対
策
を
考
慮
し
た
場
合
に

お
け
る
家
計
の
支
出
負
担
額
は
、

令
和
４
年
度
が
前
年
度
比
で
１
世

帯
当
た
り
約
９
万
６
０
０
０
円
増

と
の
試
算
が
出
て
お
り
、
令
和
５

年
度
で
は
さ
ら
に
プ
ラ
ス
４
万
円

の
支
出
負
担
増
が
見
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
給
付
額
の
参
考
と

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

　
ま
た
、
内
閣
府
の
調
査
に
よ
る

と
、
子
育
て
費
用
の
う
ち
、
衣
服
、

生
活
用
品
、
学
校
外
活
動
費
な
ど

の
費
用
が
１
人
当
た
り
年
間
40
万

円
か
ら
50
万
円
を
要
す
る
と
の
結

果
が
出
て
お
り
、
こ
れ
に
総
務
省

が
発
表
し
た
２
０
２
０
年
を
１
０

０
と
し
た
場
合
の
２
０
２
３
年
11

月
に
お
け
る
消
費
者
物
価
指
数
の

上
昇
率
６
パ
ー
セ
ン
ト
を
乗
じ
る

と
、
子
育
て
費
用
に
お
け
る
物
価

高
騰
の
影
響
が
約
２
万
４
０
０
０

円
か
ら
３
万
円
と
な
る
。
給
付
の

必
要
性
に
つ
い
て
は
、
物
価
高
騰

の
影
響
を
受
け
る
市
民
の
今
の
暮

ら
し
を
守
る
た
め
、
市
政
の
最
重

要
課
題
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

Ｑ
給
付
の
財
源
に
つ
い
て
財
政

調
整
基
金
が
使
え
る
と
い
う

根
拠
は
。

Ａ
財
政
調
整
基
金
は
市
民
共
有

の
財
産
で
あ
り
、
市
民
の
た

一
般
質
問
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

め
の
財
産
と
し
て
、
行
政
課
題
に

対
し
、
事
業
施
策
を
推
進
す
る
た

め
の
財
政
基
盤
の
礎
と
な
る
役
割

で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
た
び
の

物
価
高
騰
対
策
は
市
政
の
最
重
要

課
題
と
考
え
、
物
価
高
騰
対
応
重

点
支
援
地
方
創
生
臨
時
交
付
金
及

び
基
金
を
含
む
一
般
財
源
を
財
源

と
し
た
、
市
内
全
世
帯
へ
の
物
価

高
騰
対
策
支
援
給
付
金
事
業
を
実

施
す
る
こ
と
と
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
。

　
根
拠
条
例
に
つ
い
て
は
、
阿
南

市
財
政
調
整
基
金
の
設
置
、
管
理

12月定例会で所信を
表明する岩佐市長

市ホームページより
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に
関
す
る
通
知
等
は
２
月
下
旬
頃

の
発
送
を
目
途
と
し
、
給
付
は
３

月
下
旬
頃
に
開
始
し
た
い
。
詳
細

な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
決
ま
り
次
第
、

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

等
に
お
い
て
広
く
市
民
の
皆
様
に

広
報
し
て
い
く
。

※
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し

に
つ
い
て
の
緊
急
質
問
と
答

弁
の
概
要
を
７
ペ
ー
ジ
に
掲

載
し
て
い
ま
す
。

わ
が
町
予
算
制
度
の
創
設

Ｑ
市
内
の
公
民
館
単
位
で
14
地

区
に
自
由
度
の
高
い
補
助
制

度
を
新
設
す
る
と
の
こ
と
だ
が
、

制
度
創
設
の
理
由
と
効
果
は
。

Ａ
市
内
に
は
公
民
館
を
単
位
と

し
た
14
の
地
区
が
あ
り
、
先

人
か
ら
受
け
継
い
だ
財
産
が
あ
る
。

一
方
で
、
少
子
高
齢
化
の
進
行
に

よ
り
、
住
民
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
も

急
速
に
減
少
し
て
い
る
と
と
も
に
、

人
口
減
少
に
よ
る
税
収
の
減
少
等

に
よ
り
行
政
が
で
き
る
範
囲
が
限

ら
れ
て
く
る
と
予
想
さ
れ
、
住
民

同
士
の
話
し
合
い
等
、
地
域
の
み

ん
な
で
話
し
合
い
決
め
て
い
く
こ

と
が
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
こ
う

し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
地

域
活
動
に
対
す
る
補
助
制
度
か
ら

地
域
の
事
情
や
特
色
に
合
っ
た
使

い
方
が
で
き
る
、
よ
り
自
由
度
の

高
い
交
付
金
を
支
給
す
る
阿
南
市

版
わ
が
町
予
算
制
度
の
創
設
を
検

討
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
阿
南
市
版
わ
が
町
予
算
制
度
を

創
設
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の

み
ん
な
で
用
途
を
相
談
、
工
夫
し

な
が
ら
決
め
て
い
き
、
地
域
で
で

き
る
こ
と
は
地
域
で
決
め
て
地
域

で
や
る
と
い
う
、
自
立
し
た
地
域

に
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
し
て
い
く
こ

と
が
期
待
さ
れ
る
。

Ｑ
阿
南
市
版
わ
が
町
予
算
制
度

の
募
集
に
関
わ
る
要
綱
や
審

査
過
程
は
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

ま
た
、
ま
ち
に
よ
っ
て
人
口
規
模

も
違
う
が
、
予
算
配
分
は
ど
う
考

え
て
い
る
の
か
。

Ａ
阿
南
市
版
わ
が
町
予
算
の
制

度
設
計
や
審
査
方
法
は
、
今

後
の
取
り
組
み
と
し
て
、
市
内
14

地
区
の
住
民
の
皆
様
の
意
見
や
提

案
を
い
た
だ
き
な
が
ら
検
討
を
重

ね
、
地
域
の
主
体
性
の
醸
成
と
持

続
可
能
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
づ
く

り
が
で
き
る
よ
う
、
し
っ
か
り
と

制
度
設
計
を
図
っ
て
い
き
た
い
。

こ
ど
も
基
金
の
創
設

Ｑ
こ
ど
も
基
金
の
創
設
の
目
的

と
し
て
ど
の
よ
う
な
社
会
課

題
の
解
決
に
資
す
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
財
源
は

ど
う
確
保
す
る
の
か
。

Ａ
こ
ど
も
基
金
の
創
設
は
、
子

ど
も
の
健
や
か
な
成
長
と
子

育
て
世
代
の
経
済
的
負
担
の
軽
減

を
目
的
に
、
地
域
で
子
育
て
を
応

援
す
る
機
運
を
醸
成
し
て
い
き
た

い
と
の
こ
と
か
ら
、
企
業
等
の
寄

附
金
や
一
般
財
源
な
ど
を
活
用
す

る
基
金
創
設
の
検
討
を
始
め
る
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　
財
源
の
確
保
、
基
金
の
規
模
な

ど
詳
細
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
検

討
は
こ
れ
か
ら
と
な
る
が
、
子
育

て
施
設
に
お
け
る
遊
具
の
整
備
や

絵
本
、
お
も
ち
ゃ
な
ど
の
備
品
の

充
実
、
ま
た
、
子
育
て
支
援
活
動

に
対
す
る
助
成
の
ほ
か
、
学
校
給

食
の
無
償
化
な
ど
、
子
ど
も
一
人

一
人
の
個
性
や
多
様
性
が
尊
重
さ

れ
、
将
来
に
わ
た
っ
て
幸
せ
な
状

態
を
実
現
で
き
る
環
境
づ
く
り
に

つ
な
が
る
制
度
設
計
を
行
い
、
次

世
代
を
担
う
子
ど
も
の
笑
顔
を
生

み
出
せ
る
基
金
と
な
る
よ
う
、
取

り
組
み
を
進
め
て
い
き
た
い
。

小
中
学
校
の
再
編

Ｑ
令
和
５
年
４
月
に
学
校
再
編

推
進
室
が
立
ち
上
が
り
、
再

編
実
施
計
画
の
策
定
が
進
ん
で
い

る
と
思
う
が
、
今
後
の
具
体
的
な

再
編
統
合
の
計
画
と
合
意
形
成
を

図
る
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
現
時

点
で
示
せ
る
範
囲
で
教
え
て
い
た

だ
き
た
い
。

Ａ
阿
南
市
立
小
・
中
学
校
再
編

実
施
計
画
の
素
案
で
は
、
３

つ
の
大
き
な
構
成
と
し
て
、
ま
ず

１
点
目
に
、
学
校
再
編
で
目
指
す

本
市
な
ら
で
は
の
「
魅

力
あ
る
新
し
い
学
校
づ

く
り
」
を
明
示
し
、
２

点
目
に
具
体
的
な
学
校

再
編
対
象
校
を
設
定
し
、

３
点
目
と
し
て
、
関
係

者
の
不
安
や
心
配
を
払

拭
し
、
開
か
れ
た
議
論

が
で
き
る
よ
う
、
合
意

形
成
の
方
法
や
実
施
手

順
を
提
示
す
る
予
定
と

し
て
い
る
。

　
ま
た
、
素
案
の
公
表

後
に
は
、
伊
島
地
区
を

含
め
た
市
内
15
地
区
全

て
に
お
い
て
住
民
説
明

会
を
開
催
し
、
パ
ブ
リ

ッ
ク
コ
メ
ン
ト
を
経
て
令
和
６
年

度
に
再
編
実
施
計
画
の
策
定
を
完

了
す
る
予
定
と
し
て
い
る
。

Ｑ
再
編
統
合
に
よ
り
、
ク
ラ
ス

の
人
数
や
ク
ラ
ス
数
が
増
え

る
こ
と
を
望
む
声
が
あ
る
一
方
で
、

現
在
の
少
人
数
に
よ
る
学
級
運
営

を
残
し
て
ほ
し
い
と
い
う
意
見
も

あ
る
と
伺
っ
て
い
る
。
再
編
後
の

学
校
で
ク
ラ
ス
の
人
数
を
本
市
独

自
に
25
人
程
度
に
抑
え
る
な
ど
の

工
夫
は
で
き
な
い
か
。
ま
た
、
校

区
外
の
児
童
生
徒
も
受
け
入
れ
る

オ
ー
プ
ン
ス
ク
ー
ル
の
制
度
を
取

り
入
れ
た
長
岡
市
太
田
小
中
学
校住民説明会のようす（令和６年１月29日　橘公民館）

あなん市議会だより 令和５年12月定例会
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の
よ
う
な
小
規
模
特
認
校
と
い
う

形
で
再
編
を
し
な
い
学
校
を
あ
え

て
残
す
考
え
は
な
い
か
。

Ａ
現
在
の
学
級
編
制
の
仕
組
み

で
は
一
学
級
の
人
数
の
上
限

は
35
人
と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
上

限
は
本
市
独
自
に
変
更
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
一
学
年
の
児
童

生
徒
数
に
よ
り
、
下
限
の
人
数
は

変
動
す
る
こ
と
か
ら
、
学
校
規
模

の
設
定
次
第
で
は
少
人
数
の
学
級

を
編
制
す
る
工
夫
は
可
能
で
あ
る
。

　
ま
た
、
学
校
規
模
と
し
て
、
過

少
・
小
規
模
校
を
存
続
さ
せ
る
場

合
は
、
教
育
上
の
効
果
を
最
大
限

に
い
か
す
方
策
に
取
り
組
む
必
要

が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
学
校
選
択

制
を
部
分
的
に
導
入
し
、
市
内
の

ど
こ
か
ら
で
も
通
え
る
小
規
模
特

認
校
を
設
置
す
る
こ
と
も
検
討
の

対
象
と
し
て
お
り
、
素
案
で
は
、

そ
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で

再
編
対
象
校
を
設
定
す
る
予
定
で

あ
る
。

新
図
書
館
の
整
備

Ｑ
阿
南
市
立
新
図
書
館
基
本
計

画
の
案
が
示
さ
れ
た
が
、
従

来
の
図
書
館
機
能
に
憩
い
の
ス

ペ
ー
ス
等
を
加
え
た
阿
南
中
央
図

書
館
（
仮
称
）
が
、
早
期
実
現
に

向
け
て
、
岩
佐
市
政
の
任
期
４
年

の
間
に
ど
う
い
う
形
で
実
現
さ
れ

る
の
か
。

Ａ
新
し
い
図
書
館
の
整
備
は
、

市
民
の
皆
様
よ
り
早
期
の
完

成
を
望
む
声
を
た
く
さ
ん
い
た
だ

い
た
。
図
書
館
の
在
り
方
も
学
び

や
憩
い
の
ス
ペ
ー
ス
な
ど
、
多
様

な
機
能
を
備
え
た
図
書
館
を
期
待

す
る
ご
意
見
を
こ
れ
ま
で
も
様
々

な
世
代
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
て

い
る
こ
と
か
ら
、
誰
も
が
利
用
し

や
す
い
図
書
館
の
建
設
を
早
期
に

実
現
す
る
こ
と
が
市
民
の
幸
せ
に

つ
な
が
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
阿
南
駅
周
辺
の
ま
ち
づ

く
り
と
整
合
性
を
図
り
な
が
ら
進

め
て
い
た
が
、
阿
南
中
央
図
書
館

（
仮
称
）
の
建
設
を
最
優
先
事
項

と
捉
え
、
令
和
６
年
度
よ
り
建
設

に
当
た
っ
て
の
具
体
的
な
課
題
の

整
理
と
整
備
手
法
の
検
討
を
行
い
、

今
任
期
中
に
着
工
し
た
い
と
考
え

て
い
る
。

若
杉
山
辰し

ん

砂し
ゃ

採
掘
遺
跡

Ｑ
遺
跡
整
備
の
最
終
の
姿
・
形

を
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て

い
る
か
。
ま
た
、
遺
跡
の
魅
力
の

発
信
を
ど
の
よ

う
に
す
る
の
か
。

Ａ
令
和
４
年

度
に
策
定

し
た
史
跡
若
杉

山
辰
砂
採
掘
遺

跡
整
備
基
本
計

画
に
基
づ
い
た

整
備
事
業
を
進

め
て
お
り
、
現

在
、
史
跡
内
は

未
整
備
地
で
、

自
由
に
立
ち
入

っ
て
見
学
す
る

こ
と
は
非
常
に

困
難
な
状
況
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
史
跡
内
に
安
全
、

安
心
に
見
学
い
た
だ
け
る
よ
う
園

路
を
整
備
し
、
史
跡
の
価
値
を
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
の
説
明
看

板
の
設
置
や
ト
イ
レ
の
設
置
な
ど

を
計
画
し
て
い
る
。　

　
加
茂
谷
地
区
は
、
若
杉
山
遺
跡

以
外
に
も
縄
文
時
代
、
弥
生
時
代

を
通
じ
て
国
内
最
大
規
模
の
水す

い

銀ぎ
ん

朱し
ゅ

精
製
遺
跡
で
、
弥
生
時
代
に
お

い
て
は
国
内
最
古
級
の
鉄
器
生
産

遺
跡
で
あ
る
加
茂
宮
ノ
前
遺
跡
や

江
戸
時
代
の
火
打
ち
石
採
掘
遺
跡
、

近
代
に
お
け
る
水
銀
シ
ェ
ア
全
国

１
位
を
誇
っ
た
丹た

ん

波ば

坑こ
う

、
世
界
に

誇
れ
る
遍へ

ん

路ろ

道
な
ど
の
歴
史
文
化

遺
産
が
豊
富
な
地
域
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
背
景
か
ら
、
若
杉
山
遺

跡
を
核
と
し
、
こ
れ
ら
歴
史
文
化

遺
産
と
一
体
化
さ
せ
た
エ
リ
ア
と

し
て
の
活
用
に
つ
い
て
積
極
的
に

取
り
組
み
、
県
内
外
か
ら
多
く
の

来
訪
者
が
訪
れ
る
魅
力
あ
る
地
域

と
す
る
こ
と
を
目
指
し
、
地
域
活

性
化
に
も
つ
な
げ
て
い
き
た
い
。

葬
斎
場
の
遺
灰
の
売
却

Ｑ
令
和
５
年
11
月
29
日
の
徳
島

新
聞
に
徳
島
市
が
遺
灰
の
売

却
に
踏
み
切
っ
た
と
の
記
事
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
。
令
和
４
年
６
月

定
例
会
に
お
い
て
、
遺
灰
の
売
却

に
つ
い
て
調
査
研
究
し
て
い
く
と

の
答
弁
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
ど

の
よ
う
な
調
査
研
究
が
さ
れ
た
の

か
。Ａ

残ざ
ん

骨こ
つ

灰ば
い

に
は
、
歯
科
治
療
等

で
使
用
さ
れ
た
貴
金
属
な
ど

の
有
価
金
属
が
含
ま
れ
て
い
る
場

合
が
あ
る
た
め
、
全
国
的
に
は
政

令
指
定
都
市
を
中
心
に
、
残
骨
灰

を
売
却
す
る
自
治
体
が
増
え
て
い

る
。
令
和
４
年
６
月
定
例
会
に
お

い
て
、
議
員
か
ら
遺
灰
の
売
却
に

つ
い
て
の
質
問
を
い
た
だ
い
た
以

降
、
残
骨
灰
を
売
却
し
て
い
る
徳

島
市
を
除
く
県
内
他
市
に
ヒ
ア
リ

ン
グ
を
し
た
と
こ
ろ
、
死
者
の
尊

厳
や
ご
遺
族
の
心
情
へ
の
配
慮
な

ど
を
理
由
に
、
残
骨
灰
の
売
却
は

検
討
し
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

　
ま
た
、
葬
送
文
化
と
し
て
東
日

本
で
は
火
葬
後
の
遺
骨
上
げ
の
際
、

全
部
拾
骨
し
て
い
る
の
に
対
し
、

西
日
本
で
は
部
分
拾
骨
が
主
流
で

あ
り
、
部
分
拾
骨
後
の
残
骨
灰
に

は
多
く
の
残
骨
が
含
ま
れ
る
た
め
、

残
骨
灰
は
遺
骨
の
一
部
で
あ
る
と

の
考
え
が
根
強
い
こ
と
、
ま
た
、

ご
遺
族
の
宗
教
的
感
情
や
個
人
の

尊
厳
の
問
題
な
ど
か
ら
、
残
骨
灰

設置が計画されている看板のイメージ
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の
売
却
は
ご
遺
族
の
理
解
が
得
難

い
と
認
識
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

こ
と
か
ら
本
市
で
は
、
現
段
階
で

は
残
骨
灰
を
売
却
す
る
予
定
は
な

い
。

持
続
可
能
な
消
防
団
の
再
編

Ｑ
人
口
減
少
等
に
よ
る
団
員
の

減
少
が
続
き
、
消
防
団
の
班

運
営
に
支
障
を
来
し
て
い
る
。
将

来
に
わ
た
り
持
続
可
能
な
組
織
と

す
る
た
め
に
も
、
ス
ピ
ー
ド
感
を

持
っ
て
検
討
な
ど
を
行
う
べ
き
と

考
え
る
が
、
再
編
に
向
け
て
の
取

り
組
み
状
況
は
ど
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
か
。

Ａ
全
国
的
に
消
防
団
員
が
減
少
、

高
齢
化
す
る
中
、
市
内
１
団

14
分
団
69
班
で
組
織
さ
れ
る
本
市

消
防
団
も
、
少
子
高
齢
化
に
よ
る

人
口
減
少
や
勤
務
形
態
の
サ
ラ

リ
ー
マ
ン
化
に
よ
る
被
雇
用
者
の

増
加
等
に
よ
り
、
団
員
の
減
少
が

続
い
て
い
る
。
令
和
５
年
12
月
１

日
現
在
の
団
員
数
は
１
２
３
５
人

と
な
っ
て
お
り
、
平
成
30
年
度
の

消
防
団
幹
部
会
議
に
お
い
て
、
消

防
団
の
再
編
に
向
け
て
検
討
し
て

い
く
こ
と
が
決
定
さ
れ
、
団
員
減

少
が
著
し
い
地
域
か
ら
再
編
に
向

け
検
討
を
進
め
て
い
る
。

　
昨
年
度
は
団
員
減
少
に
対
応
す

べ
く
、
入
団
年
齢
上
限
を
45
歳
か

ら
50
歳
に
引
き
上
げ
、
団
員
の
士

気
向
上
や
消
防
団
活
動
に
対
す
る

家
族
等
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、

年
額
報
酬
、
出
動
報
酬
等
の
処
遇

改
善
を
検
討
し
、
令
和
５
年
４
月

よ
り
実
施
し
て
い
る
。

　
現
在
、
検
討
準
備
委
員
会
に
お

い
て
、
適
正
と
さ
れ
る
団
員
数
の

検
討
と
ポ
ン
プ
車
及
び
装
備
品
等

の
在
り
方
を
含
め
た
団
運
営
等
に

係
る
財
政
負
担
の
軽
減
な
ど
に
つ

い
て
、
既
に
消
防
団
の
再
編
が
進

ん
で
い
る
他
自
治
体
の
取
り
組
み

な
ど
を
参
考
に
検
討
を
行
っ
て
い

る
。

　
今
後
も
他
自
治
体
で
検
討
、
導

入
さ
れ
て
い
る
定
年
年
齢
の
引
上

げ
や
休
団
制
度
な
ど
に
つ
い
て
も

情
報
収
集
を
行
い
、
市
民
の
生
命

と
財
産
を
守
る
と
い
う
重
要
な
役

割
を
担
う
消
防
団
員
の
安
全
性
の

確
保
と
消
防
力
を
維
持
し
、
将
来

に
わ
た
り
持
続
可
能
な
組
織
と
な

る
よ
う
、
引
き
続
き
検
討
し
て
い

き
た
い
。

財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩
し

に
つ
い
て

Ｑ
基
金
を
取
り
崩
し
て
現
金
給

付
す
る
た
め
に
は
「
市
の
財

政
は
本
当
に
大
丈
夫
な
の
か
」
と

い
う
市
民
の
不
安
を
払
拭
し
、
市

民
が
納
得
し
、
安
心
し
て
受
給
で

き
る
よ
う
市
民
に
向
け
た
十
分
な

説
明
が
必
要
で
あ
る
。
現
金
給
付

に
係
る
財
政
調
整
基
金
の
取
り
崩

し
額
と
基
金
残
高
の
内
訳
、
ま
た
、

取
り
崩
し
た
基
金
を
今
後
ど
の
よ

う
に
回
復
し
て
い
く
の
か
。

Ａ
国
は
令
和
５
年
12
月
22
日
の

閣
議
に
お
い
て
、
住
民
税
均

等
割
課
税
世
帯
へ
の
給
付
や
低
所

得
者
子
育
て
世
帯
へ
の
加
算
給
付

な
ど
が
決
ま
り
、
令
和
５
年
度
一

般
会
計
補
正
予
算
第
８
号
（
第
20

号
議
案
）
を
提
案
さ
せ
て
い
た
だ

い
て
い
る
。
こ
の
第
８
号
補
正
予

算
（
第
20
号
議
案
）
に
お
い
て
、

財
政
調
整
基
金
繰
入
金
を
２
億
６

３
０
万
９
０
０
０
円
減
額
す
る
こ

と
と
し
て
お
り
、第
７
号
補
正（
第

19
号
議
案
）
と
第
８
号
補
正
（
第

20
号
議
案
）
を
合
わ
せ
た
現
金
給

付
に
係
る
予
算
は
、
総
事
業
費
は

35
億
２
３
８
０
万
円
、
そ
の
う
ち

国
か
ら
の
交
付
金
が
９
億
７
０
６

２
万
７
０
０
０
円
、
一
般
財
源
の

不
足
額
を
補
う
財
政
調
整
基
金
繰

入
金
は
25
億
５
３
１
７
万
３
０
０

０
円
で
あ
る
。

　
今
回
の
現
金
給
付
に
伴
う
財
政

調
整
基
金
の
繰
入
金
を
含
め
、
令

和
５
年
度
の
予
算
に
係
る
財
政
調

整
基
金
の
取
り
崩
し
額
は
38
億
８

０
２
９
万
１
０
０
０
円
、
残
高
は

65
億
７
５
３
１
万
３
０
０
０
円
と

な
る
。
こ
の
金
額
は
予
算
編
成
上

の
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
補
正
予

算
に
お
い
て
も
増
減
し
て
い
く
こ

と
と
な
り
、
実
際
の
基
金
の
取
り

崩
し
額
は
、
年
度
末
で
な
け
れ
ば

そ
の
金
額
の
確
定
は
で
き
な
い
。

ま
た
、そ
の
残
高
の
内
訳
と
し
て
、

現
金
・
預
金
が
約
22
億
円
、
債
券

が
約
43
億
７
０
０
０
万
円
と
な
っ

て
い
る
。

　
平
成
18
年
３
月
の
合
併
以
降
の

財
政
調
整
基
金
残
高
は
、
約
60
億

円
か
ら
約
１
３
９
億
円
の
間
で
増

減
を
し
、
そ
の
残
高
を
も
っ
て
予

算
編
成
や
財
政
運
営
を
行
っ
て
い

た
こ
と
か
ら
、
今
後
も
歳
入
歳
出

の
状
況
を
見
極
め
な
が
ら
、
財
政

の
健
全
な
運
営
を
確
保
す
る
た

め
、
財
政
調
整
基
金
を
有
効
に
活

用
し
て
い
き
た
い
。

　
令
和
２
年
度
決
算
で
は
市
税
と

普
通
交
付
税
を
合
わ
せ
て
約
１
６

５
億
５
０
０
０
万
円
、
令
和
３
年

度
決
算
で
は
約
１
８
０
億
１
０
０

０
万
円
、
令
和
４
年
度
決
算
で
は

約
１
８
１
億
円
と
な
っ
て
お
り
、

真
に
必
要
な
事
業
の
取
捨
選
択
を

行
い
、
国
、
県
の
補
助
金
、
地
方

債
等
を
は
じ
め
と
す
る
特
定
財
源

を
最
大
限
活
用
し
、
市
民
一
人
一

人
の
安
心
・
安
全
に
つ
な
が
る
、

適
正
で
持
続
可
能
な
市
政
運
営
に

努
め
れ
ば
、
本
市
の
財
源
は
心
配

な
い
と
考
え
て
い
る
。

２
月
28
日（
水
） 

開
会

３
月
７
日（
木
）
一
般
質
問

３
月
11
日（
月
）
一
般
質
問

３
月
12
日（
火
）
一
般
質
問・

議
案
質
疑

３
月
13
日（
水
）
委
員
会

３
月
18
日（
月
）
委
員
会

３
月
19
日（
火
）
委
員
会

３
月
25
日（
月
）
採
決・閉
会

３
月
定
例
会
の
予
定

　
日
程
は
変
更
に
な
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
議
会
事
務

局
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

☎
22

−

３
３
９
９

緊
急
質
問
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト

あなん市議会だより 令和５年12月定例会
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　定例会での質問や答弁の内容を詳しく
知りたい方は、 次の方法で閲覧できます。
①製本会議録を閲覧する方法

お近くの公民館、 市内図書館に製本会
議録を配本しています。

②インターネットで閲覧する方法
阿南市議会ホームページ→会議録検索
を選択すると閲覧することができます。

なお、ホームページへの公開は議事録が完成次第行います。（委員会終了後１か月〜２か月程度）

会議録の閲覧ができます

令和４年６月定例会から開催された委員会の議事録を市議会ホームページからご覧いただけます。
閲覧が可能な委員会は次の委員会です。

委員会の議事録をホームページに公開しています

　令和４年３月定例会から本会議のインター
ネットによる生中継（ライブ配信）を開始して
います。
　パソコン、スマートフォン等で本会議の中継
を視聴することができます。
　ライブ配信は阿南市議会のホームページもし
くは２次元コードからご覧いただけます。
　ケーブルテレビでも本会議の様子を生放送し
ています。放送時間は午前10時から本会議終
了まで。

本会議の生中継を
スマートフォン等でご覧いただけます

　本会議の録画映像をパソコン、スマートフォン等でご覧いただけます。
　録画映像は阿南市議会のホームページもしくは２次元コードからご覧いただけます。

本会議の録画映像を配信しています

産業建設委員会、文教厚生委員会、総務委員会常任委員会

決算審査特別委員会、行財政改革調査特別委員会、まちづくり調査特別委員会
阿南市葬斎場の運営に関する調査特別委員会

特別委員会

議会映像インターネット配信アドレス
https://anan.media-streaming.jp/

阿南市議会ホームページアドレス
https://www.city.anan.tokushima.jp/gikai/

議会映像インターネット配信
2次元コード

阿南市議会HP
2次元コード

会議録（本会議）

委員会の議事録

産業建設委員会記録

令和４年１２月１６日開催

令和５年12月定例会 あなん市議会だより
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常
任
委
員
会
で
の
審
査

産
業
建
設
委
員
会

市
長
提
出
議
案
７
件
（
継
続
審
査

案
件
を
含
む
）
を
審
査

◇
９
月
定
例
会
で
付
託
さ
れ
て
い

た
阿
南
市
市
民
会
館
除
却
工
事
の

請
負
契
約
の
締
結
（
継
続
審
査
案

件
）
の
審
査
で
、
現
在
の
市
民
会

館
の
敷
地
は
脆ぜ

い

弱じ
ゃ
くで
あ
り
、
排
水

対
策
が
必
要
で
あ
る
。
工
事
の
評

価
点
、
判
断
基
準
や
審
査
結
果
等

に
つ
い
て
、
本
工
事
に
求
め
ら
れ

る
安
全
性
の
確
保
や
周
辺
環
境
に

対
し
て
簡
易
な
施
工
計
画
の
記
述

や
業
者
提
案
に
つ
い
て
説
明
を
求

め
る
こ
と
は
可
能
か
と
の
質
疑
が

あ
り
、
今
後
の
市
民
会
館
跡
地
の

計
画
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
詳
細

な
計
画
が
決
ま
っ
て
い
な
い
た
め
、

近
隣
の
排
水
対
策
も
跡
地
利
用
計

画
の
協
議
を
行
う
中
で
検
討
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
各
入
札
参
加

者
の
簡
易
な
施
工
計
画
を
記
載
し

た
採
点
結
果
は
、
公
共
工
事
の
品

質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
施
策
を

総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本

的
な
方
針
に
示
さ
れ
て
い
る
民
間

の
技
術
提
案
自
体
が
提
案
者
の
知

的
財
産
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
提

案
内
容
に
関
す
る
事
項
が
他
社
に

知
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

公
表
し
て
い
な
い
と
の
説
明
が
あ

っ
た
。 

　
ま
た
、
他
の
委
員
か
ら
、
現
地

の
確
認
を
し
て
み
て
は
ど
う
か
と

の
提
案
が
あ
り
、
現
地
に
赴
き
、

建
物
地
下
及
び
施
設
周
辺
の
状
況

を
確
認
し
た
の
ち
、
委
員
か
ら
、

現
在
の
敷
地
は
排
水
対
策
が
脆
弱

で
あ
り
、
周
囲
の
関
係
も
総
合
的

に
ま
と
め
て
い
か
な
け
れ
ば
、
今

後
、
財
政
的
に
も
様
々
な
影
響
が

出
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
新
図

書
館
や
ま
ち
づ
く
り
対
策
に
つ
い

て
も
全
体
と
し
て
捉
え
る
必
要
が

あ
る
こ
と
か
ら
、
い
っ
た
ん
立
ち

止
ま
り
、
検
討
を
加
え
る
べ
き
と

の
意
見
が
あ
っ
た
。 

　
ま
た
、
他
の
委
員
か
ら
、
議
案

が
否
決
と
な
っ
た
場
合
、
仮
契
約

　
12
月
定
例
会
に
お
い
て
各
常
任
委
員
会
で
は
、
付
託
さ
れ
た
議
案
の

審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　
審
査
の
過
程
で
出
さ
れ
た
主
な
質
疑
・
意
見
の
内
容
を
報
告
し
ま
す
。

し
て
い
る
業
者
か
ら
の
損
害
賠
償

等
の
心
配
は
な
い
の
か
と
の
質
疑

が
あ
り
、
議
会
の
議
決
が
な
く
、

本
契
約
の
締
結
が
で
き
な
い
と
き

は
こ
の
仮
契
約
は
無
効
と
な
る
が
、

業
者
か
ら
損
害
賠
償
請
求
を
起
こ

す
か
ど
う
か
は
業
者
次
第
で
あ
る

と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
他
の
委
員
か
ら
、
総
合

評
価
落
札
方
式
自
体
を
否
定
す
る

も
の
で
は
な
い
が
、
改
善
す
べ
き

点
は
改
善
し
、
総
合
的
に
検
討
し
、

庁
内
に
お
い
て
関
係
各
課
で
協
力

し
な
が
ら
時
間
短
縮
に
努
め
て
ほ

し
い
と
の
意
見
や
総
合
評
価
落
札

方
式
は
、
国
や
県
で
も
行
っ
て
お

り
、
安
全
性
等
々
の
資
料
に
基
づ

き
判
断
し
た
結
果
で
あ
り
、
賛
成

で
あ
る
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。

文
教
厚
生
委
員
会

市
長
提
出
議
案
９
件
を
審
査

◇
阿
南
市
手
数
料
条
例
の
一
部
改

正
で
、
本
籍
地
以
外
で
戸
籍
謄
本

を
請
求
す
る
場
合
ど
の
よ
う
な
書

類
が
必
要
と
な
る
の
か
と
の
質
疑

が
あ
り
、
本
人
確
認
資
料
と
し
て
、

顔
写
真
付
き
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
や
運
転
免
許
証
を
お
持
ち

い
た
だ
き
、
申
請
し
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
他
の
委
員
か
ら
、
本
籍

地
以
外
で
戸
籍
謄
本
が
取
れ
る
よ

う
に
な
る
の
は
市
民
に
と
っ
て
い

い
制
度
に
な
る
と
思
う
が
、
こ
の

よ
う
に
変
わ
る
こ
と
の
周
知
は
広

報
紙
等
で
さ
れ
る
の
か
と
の
質
疑

が
あ
り
、
戸
籍
の
請
求
は
法
定
受

託
事
務
に
な
り
、
全
国
一
律
の
事

務
に
な
る
。
国
か
ら
の
通
知
で
は

１
月
中
旬
頃
に
新
聞
等
で
広
報
を

す
る
予
定
に
な
っ
て
お
り
、
本
市

と
し
て
も
広
報
あ
な
ん
等
を
通
じ

て
周
知
し
て
い
き
た
い
と
の
説
明

が
あ
っ
た
。

　
さ
ら
に
他
の
委
員
か
ら
、
相
続

に
必
要
と
な
る
戸
籍
謄
本
は
全
て

取
れ
る
の
か
。
戸
籍
の
附
票
に
つ

い
て
は
ど
う
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、

除
籍
謄
本
や
改
製
原
戸
籍
謄
本
な

ど
全
て
取
得
で
き
る
よ
う
に
な
る

が
、
戸
籍
の
附
票
は
国
か
ら
の
通

知
に
よ
る
と
、
シ
ス
テ
ム
の
都
合

上
、
取
得
で
き
な
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

◇
令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予

算
の
関
係
部
分
で
、
物
価
高
騰
対

策
支
援
給
付
金
事
業
に
つ
い
て
、

全
世
帯
へ
の
一
律
給
付
で
は
な
く
、

何
ら
か
の
基
準
を
設
け
て
生
活
困

窮
世
帯
や
物
価
高
騰
の
影
響
を
大

き
く
受
け
て
い
る
世
帯
に
対
し
て
、

国
の
制
度
に
拡
大
し
て
実
施
す
る

程
度
に
と
ど
め
て
お
く
ほ
う
が
行

政
と
し
て
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る

と
考
え
る
こ
と
か
ら
、
本
給
付
金

事
業
に
関
し
て
は
反
対
で
あ
る
と

の
意
見
、
ま
た
、
他
の
委
員
か
ら
、

今
は
物
価
高
騰
に
苦
し
む
市
民
の

経
済
的
あ
る
い
は
心
理
的
な
不
安

産業建設委員会のようす

文教厚生委員会のようす

あなん市議会だより 令和５年12月定例会
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を
和
ら
げ
て
い
く
こ
と
が
今
、
取
り
組

む
べ
き
市
政
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
、

地
域
経
済
を
明
る
く
よ
く
す
る
た
め
に

本
給
付
金
事
業
に
は
賛
成
で
あ
る
と
の

意
見
が
あ
っ
た
。

総
務
委
員
会

市
長
提
出
議
案
５
件
を
審
査

◇
令
和
５
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
の

関
係
部
分
で
、
財
政
調
整
基
金
か
ら
29

億
円
を
思
い
や
り
給
付
に
支
出
し
た
の

ち
に
、
南
海
ト
ラ
フ
巨
大
地
震
が
発
生

し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
に
市
民
の
命
を

守
り
、
ま
ち
を
復
旧
、
復
興
さ
せ
て
い

く
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
激
甚
災
害

に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助

等
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
き
、
激
甚
災

害
と
指
定
さ
れ
、
被
害
の
状
況
に
応
じ

て
、
通
常
の
災
害
復
旧
国
庫
補
助
事
業

に
補
助
率
の
か
さ
上
げ
措
置
が
講
じ
ら

れ
る
た
め
、
災
害
に
対
す
る
対
応
は
可

能
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

　
こ
れ
を
受
け
て
委
員
か
ら
、
国
に
頼

る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
が
、
国
や
県
の

手
立
て
が
及
ば
な
い
こ
と
も
考
え
て
、

一
番
市
民
に
近
い
自
治
体
が
市
民
の
命

を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た

め
の
財
政
調
整
基
金
で
あ
る
と
い
う
考

え
は
な
い
の
か
と
の
質
疑
が
あ
り
、
法

律
に
適
用
さ
れ
な
い
災
害
対
応
部
分
は
、

国
か
ら
の
震
災
復
興
特
別
交
付
税
や
本

市
の
財
政
調
整
基
金
な
ど
を
活
用
し
て

災
害
復
旧
に
あ
た
っ
て
い
く
こ
と
に
な

る
と
の
答
弁
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
委
員

か
ら
、
財
政
調
整
基
金
は
市
長
の
公
約

を
実
現
す
る
た
め
の
現
金
給
付
に
支
出

す
る
よ
り
も
、
市
民
が
不
安
視
し
て
い

る
大
規
模
災
害
に
備
え
て
お
く
べ
き
と

の
意
見
が
あ
っ
た
。

　
ま
た
、
他
の
委
員
か
ら
、
県
内
他
市

の
財
政
調
整
基
金
の
残
額
の
状
況
に
つ

い
て
質
疑
が
あ
り
、
徳
島
市
は
71
億
１

５
１
６
万
６
０
０
０
円
、
鳴
門
市
は
35

億
５
８
７
０
万
８
０
０
０
円
、
小
松
島

市
は
10
億
１
７
３
９
万
７
０
０
０
円
、

吉
野
川
市
は
33
億
６
２
６
万
１
０
０
０

円
、
阿
波
市
は
31
億
１
９
６
４
万
９
０

０
０
円
、
美
馬
市
は
40
億
９
５
９
２
万

円
、
三
好
市
は
89
億
７
１
３
８
万
７
０

０
０
円
で
あ
る
と
の
説
明
が
あ
っ
た
。

総務委員会のようす

特別委員会の開催状況
　令和５年に開催された特別委員会（決算審査を除く）についてご報告いたします。

行財政改革調査特別委員会
　５月30日　
　　・公民連携事業について
　　・スマート自治体について
　８月29日
　　・令和４年度行財政集中改革プランの実績について

まちづくり調査特別委員会
　10月27日
　　・阿南駅周辺まちづくり基本計画及び阿南市立新図書館基本計画について
　　・改正地域交通法の施行及びＪＲ四国牟岐線を考える首長トップセミナーについて

阿南市葬斎場の運営に関する調査特別委員会
　10月５日
　　・阿南市葬斎場の運営に関する調査特別委員会の調査事項について
　　・令和４年12月２日に葬斎場の人数制限を解除することに至った一連の経緯について
　10月16日
　　・阿南市葬斎場の運営に関する調査に係る参考人からの意見聴取について

　※委員会の議事録はホームページに公開しています（８ページ参照）。

まちづくり調査特別委員会のようす

令和５年12月定例会 あなん市議会だより
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12月定例会議決結果一覧
条例議案
第  1 号 議 案 阿南市障害児福祉基金条例の制定について （原案可決）
第  2 号 議 案 阿南市羽ノ浦農業集落排水事業の利益及び資本剰余金の処分等に関する条例の制定について （原案可決）
第  3 号 議 案 阿南市職員の給与に関する条例等の一部改正について （原案可決）
第  4 号 議 案 阿南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について （原案可決）
第  5 号 議 案 阿南市職員の災害派遣手当等の支給に関する条例の一部改正について （原案可決）
第  6 号 議 案 阿南市立図書館条例の一部改正について （原案可決）
第  7 号 議 案 阿南市国民健康保険税条例の一部改正について （原案可決）
第  8 号 議 案 阿南市羽ノ浦農業集落排水処理施設条例の一部改正について （原案可決）
第 1 8 号 議 案 阿南市手数料条例の一部改正について （原案可決）

補正予算議案
第  9 号 議 案 令和５年度阿南市一般会計補正予算（第６号）について （原案可決）
第 1 0 号 議 案 令和５年度阿南市加茂谷診療所事業特別会計補正予算（第１号）について （原案可決）
第 1 1 号 議 案 令和５年度阿南市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について （原案可決）
第 1 2 号 議 案 令和５年度阿南市夜間休日診療所事業特別会計補正予算（第１号）について （原案可決）
第 1 3 号 議 案 令和５年度阿南市水道事業会計補正予算（第１号）について （原案可決）
第 1 4 号 議 案 令和５年度阿南市公共下水道事業会計補正予算（第１号）について （原案可決）
第 1 9 号 議 案 令和５年度阿南市一般会計補正予算（第７号）について （原案可決）
第 2 0 号 議 案 令和５年度阿南市一般会計補正予算（第８号）について （原案可決）

その他の議案
第 1 5 号 議 案 指定管理者の指定について （原案可決）

人事議案
第 1 6 号 議 案 財産区管理委員の選任について （原案同意）
第 1 7 号 議 案 副市長の選任について （原案同意）
第 2 1 号 議 案 監査委員の選任について （原案同意）

議員提出議案
議第　　１号 第19号議案令和５年度阿南市一般会計補正予算（第７号）に対する修正案について （否　　決）

令和５年９月定例会で継続審査となっていた議案
第 1 7 号 議 案 阿南市市民会館除却工事の請負契約の締結について （否　　決）
第 1 9 号 議 案 令和４年度阿南市一般会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 0 号 議 案 令和４年度阿南市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 1 号 議 案 令和４年度阿南市加茂谷診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 2 号 議 案 令和４年度阿南市伊島診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 3 号 議 案 令和４年度阿南市加茂谷財産区運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 4 号 議 案 令和４年度阿南市伊島財産区運営事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 5 号 議 案 令和４年度阿南市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 6 号 議 案 令和４年度阿南市介護保険事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 7 号 議 案 令和４年度阿南市伊島地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 8 号 議 案 令和４年度阿南市学校給食事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 2 9 号 議 案 令和４年度阿南市奨学資金貸付事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 0 号 議 案 令和４年度阿南市春日野地域下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 1 号 議 案 令和４年度阿南市羽ノ浦農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 2 号 議 案 令和４年度阿南市豊香野地区生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 3 号 議 案 令和４年度阿南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 4 号 議 案 令和４年度阿南市西春日野生活排水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 5 号 議 案 令和４年度阿南市夜間休日診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）
第 3 6 号 議 案 令和４年度阿南市椿診療所事業特別会計歳入歳出決算の認定について （原案認定）

あなん市議会だより 令和５年12月定例会
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阿南市議会組織一覧表

氏　　名 住　　　　所 電話番号 所属会派
議　　長 藤　本　　　圭 見能林町大作半16番地５ ２２－５４７７ 市民クラブ
副 議 長 武　田　光　普 椿町平松東側２番地 ３３－１０５９ あなん至誠会

総務委員会
委 員 長 陶　久　晃　一 内原町宮国33番地 ４９－３８８６ 公明党
副委員長 西　川　達　也 新野町助道103番地 ４９－３８３９ みらい阿南
委　　員 横　田　守　弘 内原町中分75番地１ ２６－０３４８ あなん至誠会
委　　員 湯　浅　隆　浩 羽ノ浦町中庄かわら池19番地 ４４－２９９３ あなん至誠会
委　　員 武　田　光　普 椿町平松東側２番地 ３３－１０５９ あなん至誠会
委　　員 小　野　　　毅 那賀川町黒地492番地 ４２－０６４９ みらい阿南
委　　員 星　加　美　保 羽ノ浦町春日野１番地588 ４４－５０４８ みらい阿南
委　　員 佐々木　志滿子 橘町荒神ノ上23番地２ ２７－１８３３ 子どもと未来の会

文教厚生委員会
委 員 長 金　久　　　博 新野町西光寺213番地１ ３６－２４６３ あなん至誠会
副委員長 奥　田　　　勇 楠根町奥山17番地６ ２５－０７７３ 公明党
委　　員 荒　谷　みどり 黒津地町戎野22番地 ２２－１１５７ あなん至誠会
委　　員 幸　坂　孝　則 羽ノ浦町岩脇阿千田67番地4 ４４－４９６４ あなん至誠会
委　　員 福　島　民　雄 羽ノ浦町中庄池ノ上46番地 ４４－４２５４ みらい阿南
委　　員 広　浦　雅　俊 福井町出見48番地 090-5147-5700（固定電話なし） みらい阿南
委　　員 水　谷　あゆみ 見能林町九反ケ坪７番地3 090-1324-5397（固定電話なし） みらい阿南
委　　員 福　谷　美樹夫 羽ノ浦町中庄段上14番地13 ４９－４２８１ 市民クラブ
委　　員 久　米　良　久 横見町高川原23番地２ ２２－４０５７ 経政会

産業建設委員会
委 員 長 喜　多　啓　吉 富岡町トノ町28番地４ ２３－１２７０ みらい阿南
副委員長 渡　部　友　子 長生町宮内９番地 ２２－４０４９ あなん至誠会
委　　員 山　崎　雅　史 上中町岡246番地 ２３－２２８１ あなん至誠会
委　　員 平　山　正　光 那賀川町黒地477番地８ ２１－２８９０ あなん至誠会
委　　員 住　友　利　広 宝田町梅の本517番地１ ２２－２３３７ みらい阿南
委　　員 下　川　将　吾 那賀川町豊香野98番地 ４９－１５６５ みらい阿南
委　　員 橋　本　幸　子 那賀川町赤池304番地４ ４２－０６５８ 市民クラブ
委　　員 住　友　進　一 那賀川町色ケ島網干68番地 ４２－０６１７ 経政会

議会運営委員会
委 員 長 横　田　守　弘 委 　 員 星　加　美　保
副委員長 住　友　利　広 委 　 員 喜　多　啓　吉
委　 員 山　崎　雅　史 委 　 員 橋　本　幸　子
委　 員 平　山　正　光 委 　 員 久　米　良　久
委　 員 湯　浅　隆　浩 委 　 員 奥　田  　    勇

議会だより編集委員会
委 員 長 佐々木　志滿子 委 　 員 福　谷　美樹夫
副委員長 西　川　達　也 委 　 員 住　友　進　一
委　 員 渡　部　友　子 委 　 員 奥　田　　　勇

行財政改革調査特別委員会
委 員 長 広　浦　雅　俊 委 　 員 福　島　民　雄
副委員長 幸　坂　孝　則 委 　 員 水　谷　あゆみ
委　 員 山　崎　雅　史 委 　 員 下　川　将　吾
委　 員 横　田　守　弘 委　 員 橋　本　幸　子
委　 員 金　久　　　博 委　 員 住　友　進　一
委　 員 星　加　美　保 委 　 員 陶　久　晃　一

まちづくり調査特別委員会
委 員 長 湯　浅　隆　浩 委 　 員 小　野　　　毅
副委員長 西　川　達　也 委 　 員 喜　多　啓　吉
委　 員 荒　谷　みどり 委　 員 福　谷　美樹夫
委　 員 平　山　正　光 委　 員 久　米　良　久
委　 員 渡　部　友　子 委　 員 奥　田　　　勇
委　 員 住　友　利　広 委 　 員 佐々木　志滿子

議長は中立公平の観点から委員会に所属していません。

那賀川北岸地域湛水防除施設組合
藤　本　　　圭 住　友　進　一
喜　多　啓　吉 星　加　美　保

徳島県後期高齢者医療広域連合
藤　本　　　圭

阿南市葬斎場の運営に関する調査特別委員会
（議長を除く全議員で構成）
委 員 長 山　崎　雅　史 副委員長 福　谷　美樹夫

令和５年12月18日現在


